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安

南
院

朝

治
下

の
明
郷

の
問

題

ヽ-

と

-

は

税

例

は

つ

い
て
1

11
･

藤

･原

利

7

フ
ラ
ン
ス
支
配
前
の
安
南
院
朝
治
下

(越
南
国
)
に
お
け
る
華
僑
に

関
し
て
は
研
究
が
甚
だ
乏
し
い
が
'
今
大
南
基
線
等
安
南
史
料
に
よ
る

と
'
彼
等
が
同
時
代
に
於
て
数
的
に
も
賢
勢
力
の
上
に
於
て
も
最
も
琴

し
い
襲
展
堅
不
し
た
の
は
明
命
時
代
二

八
二
〇
1
1
八
四
〇
)前
後
で

あ
る
こ
と
が
う
か
ゞ
は
れ
る
｡
範
債
に
関
す
る
諸
種
の
傑
例
が
新
た
に

聾
布
せ
ら
れ
た
の
も
明
命
時
代
で
あ
る
が
'
叉
同
時
代
に
は
こ
れ
に
閲

建
し
て
蹄
化
中
国
人
と
そ
の
子
孫
よ
り
な
る
従
来
の
明
香
社
を
明
郷
社

と
改
め
る
と
共
に
､
賓

に
在
留
華
僑
の
子
孫
た
る
成
年
以
上
は
す
べ

て
華
僑
の
封
籍
を
脆
し
て
強
制
的
に
明
郷
敢
籍
に
登
録
せ
し
め
る
こ
と

と
し
な
の
で
あ
る
｡

今
日
普
通
に
明
郷

(M
in
h･huon
g)
政

一
種
の

Y腐
生
'
即
ち
華
僑
と
安
南
婦
女
と
の
混
血
種
と
解
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
少

-
も
本
来
は
明
郷
は
明
郷
社
な
る
特
別
な
敢
籍
に
登
録

せ
ち

れ
妄

る

者
､
即
ち
明
郷
社
民
の
謂
で
あ
る
｡
明
郷
に
関
す
る
こ
れ
ら
諸
問
題
の

詳
細
個
別
に
論
述
す
る
こ
と
･1
し
て
'
こ
1

で
は
早
に
阪
朝
時
代
の
安

.
南
に
お
け
る
明
郷
の
法
律
朗
'
社
食
的
特
殊
地
位
究
明

へ
の
一
道
程
と

し
て
そ
の
税
例
上
の
表

題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
｡

I

即
ち
従
来
説
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
明
郷
は
明
命
帝
の
方

31

針
に
よ
旦

般
華
僑
と
同
様
兵

･
希
等
の
賢
役
を
免
除
さ
れ
る
以
外
吏

t

･"∫

に
人
頭
税
の
面
に
於
て
華
僑
の
年
額
に
と
ゞ
め
優
遇
さ
れ
た
と
せ
ら
れ
:

①

て
ゐ
る
｡
/他
は
暫
-
措
き
こ
の
税
額
年
波
に
つ
い
て
は
何
等
の
根
壕
も

な
-
甚
だ
疑
ほ
し
い
.
以
下
こ
の
鮎
に
関
し
て
常
時
に
お
け
る
明
神

･

華
僑
の
夫
々
の

一
髄
明
神

(f
額
を
調
査
し
両
者
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
｡

)
の
税
例
に
つ
i
て
は
明
命
七
年

二

八
二
六
)
七

月
の
統

1
以
前
に
お
い
で
は
地
方
に
よ
-
甚
だ
直
々
た
る
も
の
で
あ
っ

た
｡

今
大
南
基
線
に
よ
る
と
'
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東
天
･
庚
南

･
富
琴

‥
ト
-
-各
人
毎
歳
銀
二
両

平
定

･
虞
義
-
-
･･･････-
-
･･
〝

布
二
匹

･
庸
縛
鎮

1
椿
五
阿

北
城
懐
徳

(
ハ
ノ
イ
附
近
)
･･･
7
官
飴
人
に
付
毎
歳
銀
二
官
両

叉
安

一百
飴
人
〝
銀

一
百
両
'
附
銀
十
両

山
南

(興
安
･南
定
等
地
方
)
-
七
十
飴
入

〝

銀
六
十
両

清
蔑

･(ダ
ン
ホ
ア
)
/りl･････････‥
(
人
数
無
)

〝

銀
三
十
両

嘉
定

各
人
毎
歳
庸
縛
鏡

一
緒
五
陪

永
清
臥
鰍
謂
摺

野

-
･;･･･芋

.
老

.
疾
箪

額

庸
籍
鎮

一
得
五
阿
(牡
項
)

③

と
あ

る

｡

即
ち
右
に
よ
れ
ば
虞
義

･
平
定
の
爾
銭
を
除
く
ア
ン

ナ
ム
地

方
及
び
ト
ン
キ
ン
地
方
に
於
て
は
銀
宅

ま
A
J交
戯
支
部
地
方
に
於
て

は

1
殻
に
鏡
を
も
っ
て
納
付
せ
し
め
て
ゐ
た
が
..

外
に
虞
義

･
平
定
商

銀
の
如
く
布
と
銭
と
を
併
徴
す
る
所
も
あ
つ
な
.
そ
の
額
に
至
っ
て
は

こ
れ
ま
た
地
方
に
よ
-
層
々
で
'
鏡
は
概
ね
各
人

一
蒋
五
附
で
あ
っ
た

ち
し
い
が
'
銀
の
場
合
'

1
人
平
均
二
両
よ
す
年
商
に
至
か
か
な
-
扮

軽
重
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
ゞ
は
れ
る
｡

然
る
に
か
-
の
如
き
不
統

1
枚
明
命
七
年
七
月
に
至
っ
て
戸
部
の
議

奏
に
よ
り
除
去
せ
ら
れ
､
以
後
は
北
は
ト
ン
車

ン
地
方
か
ら
南
は
交
祉

e

支
部
に
至
る
ま
で
査
閲

1
律
に
各
人
毎
歳
銀
二
両
を
'
民
丁
･
老

･
疾

～⑲

め
者
は
そ
の
年
額
を
約
め
し
め
る
こ
と
1
な
っ
た
.
こ
の
続

1
が
何
た

よ
っ
て
な
さ
れ
A
Jか
と
い
ふ
紅
へ
塞
録
に
戸
部
の
請
と
し
て
記
す
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
'
要
す
る
に
彼
等
は
永
年
安
南
に
在
任
し
へ
そ
の
戸
帝
r

に
編
入
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
'
を
の
税
例
に
関
し
て
も

1
定
の
法
が
あ
っ

⑧

て
然
る
べ
き
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
し
か
し
殆
ん
ど
同
時
に
行
ほ
れ
た

後
述
嘉
城
線
鋸
管
下
諸
儲
'
即
ち
今
の
交
駄
文
部
地
方
在
留
華
僑
の
税⑦

例
統
語

.
こ
れ
に
つ
ゞ
く
同
十

】
年
七
月
の
ー
ン
キ
ン
以
外
の
各
地
,

並
び
に
同
年
十
二
月
の
北
城
線
鋸
管
下
諸
錦
.-
即
ち
ト
ン
キ
ン
地
方
の

⑧
そ
れ
等
と
関
聯
L
t
嘗
時
に
あ
け
る
政
府
の
華
僑
等
に
封
す
る
課
税
統

一
の
方
針
に
準
じ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
狼
出
来
よ
う
｡
常
時
安
南
来
任

⑨

の
華
僑
は
年
々
槍
加
の
傾
向
に
あ
り
'
而
も
彼
等
の
間
に
は
課
税
上
に

不
公
平
が
あ
り
'
叉
一
般
安
商
人
と
の
間
に
も
著
し
き
負
櫓
の
不
均
衡

⑩

が
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
か
1
る
不
公
平
を
除
き
.不
均
衡
を
緩
和
す
る
必
要

が
あ
り
'
通
常
な
挽
例
を
定
め
て
一
律
に
施
行
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と

考

へ
ら
れ
'
明
郷

(香
)
の
祝
例
統

7
も
同
じ
趣
旨
に
出
づ
る
も
の
と

小
へ
よ
う
.
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
明
郷

(香
)
の
銀

二
両
と
い
ふ
税
額
が
同
時
代
に
於
け
る
｣
般
在
留
華
僑
に
比
し
て
如
何

一

で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
?

そ
こ
で
次
に

1
般
撃
僑
め
税
例
に
う
い
七
述
べ
る
･と
之
も
始
め
は
頗

32-
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る
霞
々
で
嘉
局
城
管
下
に
つ
S
て
み
て
も
明
命
七
年
七
月
の
統

1
以
前

は
鏡
を
も
っ
て
納
め
る
も
.の
'
粟
を
納
め
る
も
の
'
織
を
納
め
る
も
の

等
が
あ
つ
た
が
､
こ
･･1
に
至
っ
て
城
臣
の
議
奏
に
よ
り
'
以
後
彼
等
は
各

人
毎
歳
庸
役
鎖
と
し
て
鎖
六
縛
五
阿
を
約
め
し
め
る
こ
と
1
な
っ
た
?

但
し
来
店
後
久
し
か
ら
ず
'未
だ
資
産
な
き
者
は
第
･雇
項
と
し
て
そ
の⑪

負
特
に
堪

へ
う
る
に
至
る
ま
で
の
間
'
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
･1
し
た
｡

次
い
で
何
十

1
年
三
月
に
直

り
'
康
平
錦
の
華
僑
の
税
額
を
右
に
準
じ

⑫

て
同
じ
-
鏡
六
蒋
五
陪
と
し
､
そ
の
他
藩
和
以
北
の
ア
ン
チ
ム
各
地
と

滝
概
ね
こ
れ
に
従
っ
た
ら
し
い
｡
同
年
七
月
に
至
か
つ
前
親
を
改
め
各

地
共

1
律
に
銭
大
帝
五
陪
'
但
し
物
カ
な
き
者
些

二
年
を
限
っ
て
年
痴

と
し
'
以
後
は
仝
徴
す
る
こ
と
'
叉
新
附
に
し
て
第

･
雇
項
の
も
の
は

三
年
開
基

険
し
｢
､露

無
力
の
者
に
触
り
'
更
に
三
年
琴

額
芸

し
､
然
る
後
金
徴
す
る

.こ
と
･1
定
め
た
.
尤
も
ト
ン
キ
ン
地
方
の
み
は

な
ほ
除
外
さ
れ
て
ゐ
允
も
の
･1
如
く
､
こ
れ
は
や
1
遅
れ
て
同
年
十
二

月
に
室
少
'
税
例
が
更
足
さ
れ
て
ゐ
る
.
即
ち
同
地
方
華
僑
は
従
爽
各

豪

を
単
位
に
課
税
せ
ら
れ
'

毎
家
銀

一
両
二
銭
の
も
の
'

五
鏡
の
も

の
'
或
ひ
は
鏡

1
附
の
も
の
等
区
々
で
あ
っ
た
が
'
以
後
は
す
べ
て
入

海
に
賦
課
す
る
こ
と
に
改
め
.
且
つ
鏡
を
麿
し
て
銀
を
も
っ
て
約
め
し

め
る
こ
と
1
し
､
そ
の
額
は
す
べ
て
堺
郷
と
固
唾
撃

l繭
と
す
る
こ
と

⑭

ー
に
し
ね
の
で
あ
る
O
′

.
享

有
の
晦

郷

(香
)
の
銀
二
両
で

･
あ
る
が
,
こ
れ
登

時
の
釜

銀
鏡
比
債
で
あ
る
銀

一
両
=
鎖
三
縛
に
よ
れ
ば

1
般
華
僑
の
鏡
六
蒋
五

桁
に
比
し
て
僅
か
に
下
廻
る
に
す
ぎ
ず
'
決
し
て
明
郷

(香
)
の
税
額

が

1
般
華
僑
の
年
額
で
あ
っ
夜
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
｡
況
ん
や
銀
は
明

恵

代
纂

て
賢
際
上
漸
次
騰
貴
し
っ
-

あ
離

明
覚

年
十
月
の
頃

に
品

表

｡-
頓
四
縛
七
附
で
あ
っ
霊

芝
｡

憲

に
錦

る
法
定

⑱

通
貨
は
銅
鏡
で
あ
り
へ
の
ち
白
銀
錦
等
も
併
用
せ
ら
れ
夜
が
'
嵐
菜
貿

易
の
畿
展
に
伴
S
.
民
間
に
於
て
は
次
第
に
銀
の
使
用
が
盛
ん
と
な

し

た
も
の
1
如
-
院
朝
は
初
め
鎮
二
十
八
縛
に
相
雷
す
る
十
商
銀
錠
を
蕗

⑩

達
し
夜
が
'
民
間
使
用
の
優
を
考

へ
嘉
隆
十

1
年

二

八

一
二
)
千

月
に
芸

に
初
め
て
諒

銀
錠

の
暮
雲

行
M
@
.
常
時
,
銀

表

打
鍵
二
帝
八
階
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
後
銀
傍
聴
者
の
故
を
以
て
明
命
四
.

●

年
九
月
に
車
力

上
記
の
如
く
銀

1
両
=
銭
三
縛
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
.
こ
れ
は
前
述
の
如
-
各
党
比
債
で
あ
る
が
､
民
間
に
於
て
は
岡
九

年
十
月
に
は
銀

1
南
川
鎮
四
縛
七
阿
に
ま
で
達
し
'
速
に
戸
部
の
儀
奏

･
に
ま
ヵ
翌
年
の
政
府
支
出
は
皆
銀
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
ひ
､
よ
っ
て
銀

億
の
騰
貴
を
抑
制
す
る
と
S
ふ
方
策
を
詩
ず
る
ま
で
に
室
つ
ね
の
で
轟

⑳
る
.
併
し
こ

れ
が
ど
の
程
度
の
効
果
を
収
め
た
か
は
明

か

で
は
な
い

- ≡姶 ･-
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が
'

何
れ
に
し
て
も
.-

そ
れ
は
殆
ん
ど
1
時
的
で
あ
っ
た
も
の
1
如

-
､
間
も
な
-
銀
債
は
再
び
騰
貴
の
途
を
辿
-
明
命
十
五
年
の
頃
に
は

概
ね
銀

一
雨
-
鎮
五
縛
量

で
な
か
つ
票

と
思
琵

毎

勿
論
こ
れ

も
民
間
相
場
で
あ
り
公
定
で
は
依
然
銀

一
両
-
鎮
三
緒
で
あ
っ
た
｡
な

芸

命
十
九
年
五
月
の
戸
部
の
奏
言
qI@

璽
二
十
年
四
月
の
そ
れ
纂

㊧

て
も
金
銀
の
鹿

が
釜
土
騰
貴
せ
る
こ
と
が
蓮
べ
ち
れ
て
ゐ
る
｡
か
上
る

金
銀
債
騰
貴
の
原
因
は
第

一
に
そ
の
流
通
の
盛
行
と
共
に
商
人
連
が
蓄

財
を
金
銀
に
ょ
つ
て
行
ひ
'
こ
れ
を
哩
赦
し
た
JSa
L
た
た
め
に
金
銀
の

⑳

不
足
を
生
ず
る
に
至
っ
た
た
め
と
い
は
れ
る
.
由
来
安
南
殊
に
北
ト
ン

⑳

キ
ン
地
方
は
金
銀
の
産
出
が
相
雷
豊
富
で
あ
-
､

院
朝
時
代
に
は
同
地

⑳

方
鏡
山
の
開
硬
は

一
段
と
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
民
間
の
金

銀
は
華
僑
等
の
商
才
樗
よ
-
多
-
彼
等
の
懐
に
入
っ
た
も
の
と
み
る
べ

-
'
両
も
彼
等
は
嘗
初
象
牙
犀
角
等
を
賓
と
し
た
の
を
後
に
至
り
金
銀

⑳

蓄
積

へ
と
向
ふ
こ
と
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

｡

第
二
に
こ
れ
ら
が
携

帯
に
健
で
あ
る
な
め
'
外
商
殊
に
華
僑
等
が
そ
の
蹄
園
に
際
し
て
私
買

⑳

､

携
行
し
た
た
め
.と
も
辞
さ
れ
て
ゐ
る
｡

と
に
角
'
こ
れ
ら
の
故
に
'.
明

命
十
九
年
五
月
に
は
戸
部
の
奏
請
に
よ
-
'
以
後
金
銀
の
土
中
へ
の
哩

萩
を
禁
止
し
､
ま
た
外
商
等
の
越
南
国
諸
省
内
に
お
け
る
金
銀
貿
易
は

自
由
で
あ
る
が
へ
彼
等
が
出
帆
韓
国
に
際
し
て
は
頑
丈
を
印
し
た
番
銀

崇
を
除
き
他
の
塊
､
務
'
錠
'
片
等
の
形
を
な
せ
る
地
金
の
金
銀
は
多

､

少
に
か
か
わ
ら
ず
'

1
切
携
行
を
禁
止
す
る
こ
と
1
し
.
こ
れ
は
翌
年

⑳

正
月
よ
-
施
行
す
る
こ
と
1
し
た
｡
し
か
し
こ
れ
の
み
に
て
は
な
腔
不

充
分
で
あ
り
'
翌
年
E
I月
に
は
更
に
戸
部
の
奏
請
を
経
て
'
右
の
商
飴

以
外
'
陸
路
に
て
ト
ン
キ
ク

の
北
部
歯
鏡
か
ら
好
尚
せ
ん
と
す
る
華
僑

等
に
封
し
て
も
同
株
厳
に
こ
れ
を
禁
止
し
'
関
係
沿
連
語
訊
守
等
に
命

じ
て
金
銀
を
密
摸
し
て
酷
境
す
る
こ
と
の
な
い
棟
取
締
ら
せ
る
こ
と
に

㊧

し
な
の
で
あ
る
｡

何
れ
に
し
て
も
右
の
如
き
銀
の
騰
貴
傾
向
誓

り
銀
を
も
っ
て
納
付

l

す
べ
き
明
郷
は

T
蚊
華
僑
等
に
比
し
て
自
ら
不
利
に
傾
-
の
は
明
瞭
で

朋

あ
り
,
従
っ
て
こ
の
鮎
か
ら
み
れ
ば
明
郷
が
税
額
に
於
て
一
般
葦
億
に

l

比
し
優
遇
を
う
け
て
ゐ
夜
と
は
殆
ん
ど
科
し
得
な
い
と
思
は
れ
る
.
尤

-
･

む
か
上

る
状
態
に
野
庭
す
べ
-
明
命
十
九
年
九
月
に
至
Jp
.
交
祉
支
部

地
方
語
省
の
華
僑
の
税
例
を
改
定
し
'
以
後
'
す
べ
て
明
郷
に
準
じ
て

物
カ
の
あ
る
も
の
は
銀
二
両
'
民
丁
は

1
両
'物
カ
の
な
い
も
め
は
年
減

す
る
こ
･t)1
し
明
郷
と
1
般
華
僑
と
の
間
に
お
け
る
人
頭
税
の
統

1
が

.ー
⑳

な
さ
れ
た
.
こ
れ
望
父
駄
文
郵
地
方
内
に
お
け
る
従
衆
の
明
郷
と

1
般

華
僑
と
の
問
の
課
税
の
不
公
平
を
除
去
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る

が
､
既
に
逮
べ
た
如
-
ト
ン
+.
ン
地
方
に
関
し
て
捻
早
-
よ
JSn
両
者
の
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課
税
は
仝
-
同

一
で
あ
-
'
ア
ン
ナ
ム
地
方
に
関
し
て
も
明
確
な
時
期

は
別
と
し
て
'
恐
ら
-
交
赴
支
部
地
方
と
略
同
じ
頃
に
両
者
間
の
統

1

⑬

′

が
行
ば
れ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

要
す
る
に
明
命
七
年
以
来
明
郷

(香
)
の
税
例
嫁
全
国

1
律
に
各
人

毎
歳
銀
二
両
と
定
め
ら
れ
k
.

舌
倍

封
し
て

一
般
華
僑
は
-

レ㌻

地
方
以
外
で
は
同
じ
-
銭
六
蒋
五
階
で
.あ
り
､
こ
れ
.を
常
時
の
公
定
銀

鎮
比
億
に
よ
っ

て計
算
す
る
と
幾
分
明
郷

(
香
)
の
方
が
軽
か
っ
た
棟

で
あ
る
｡
し
か
し
民
間
相
場
に
よ
れ
ば
銀
債
の
騰
貴
傾
向
よ
-
考

へ
で

嘗
初
よ
り
'
略

々
同
額
程
度
で
あ
っ
た
ら
し
く

そ
の
後
の
銀
債
の
騰

貴
を
考

へ
れ
ば
､
明
郷
が
事
腎
上
に
於
て

一
般
華
僑
に
比
し
次
第
に
不

利
に
陥
っ
て
ゐ
た
棟
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
不
公
平
は
明
命
十
九
年
頃

に
至
っ
て
漸
-
両
者
共
に
銀
二
両
と
す
る
こ
と
に
よ
-
解
治
さ
れ
な
0

1
万
ト
ン
キ
ン
地
方
の
華
僑
の
硯
例
は
明
命
十

一
年
十
二
舟
以
来
明
細

と
仝
-
同
株
各
人
銀
二
両
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
.

こ
れ
よ
り
察
す
る
に

明
命
帝
政
府
は
常
初
よ
-
明
郷
と

1
般
華
僑
と
は
銀
鏡
の
相
違
は
あ
る

に
し
て
も
人
頭
税
に
於
て
略

々
同
額
の
徴
収
を
旨
と
し
て
ゐ
夜
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡
何
れ
に
し
て
も
明
命
帝
が
明
郷
を
優
遇
し
夜
と
い
ふ
の

は
事
賢
と
す
る
も
人
頭
税
の
税
額
に
於
て
二
般
聾
債
の
年
朝
で
あ
っ
た

〔
証
〕

①
S
ch
rei完
r.,A
.
Le
B
ln
Stiもution
s
ann
am

itBB
en
B
asBe
･昏
Gh
in
chin
e

avad
ニ
e
C
on
q
u6

t

e
f

ra
ng
atBe
･
T
o
m
e
iI･
p
･
67･

]{

蒲
鎖
風
塵
経
済
鞠
査
局
刊

｢悌
領
印
度
支
部
に
於
け
る
撃
僑
｣

(南
洋
準
備
費

青
草
二
審
)

7
ニ
貫
そ
の
他
O

②

｢明
澄

は
明
命
八
年

(
完

二
七
)
七
月
以
前
に
於
て
は
す
べ
で

｢明
春
｣

な
る
手
簡
に
て
み
え
て
ゐ
る
.
郷
-

香
=
flu
-o
･n
g

で
同
音
で
あ
る
が
r
明

命
八
年
七
月
明
香
政
は
明
郵
政
と
改
名
せ
ら
れ
r

(大
南
英
銀
正
編
鱒
二
艇
春

四
七
)
こ
れ
に
件
ひ
以
後

｢明
春
｣
は

｢明
細
｣
と
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡

⑧
英
銀
'
雫

こ
'
巻
四
〇
｡
明
命
七
年
七
月
健
往
｡'
父
安
の
F附
銀
十
両
｣
と
-

あ
る
の
は
本
務
銀

7
富
商
で
あ
っ
た
所
(
､更
に
銀
十
両
を
追
徴
し
た
も
の
か
｡
,

清
韻
の
｢人
数
無
｣
は
股
渦
か
香
か
は
と
も
角
と
し
て
現
在
課
改
野
象
た
る
ぺ

き
人
数
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
｡

④
英
銀
､
正
､
ニ
'
巻
四
〇
､
醜
命
七
年
七
月
健
O/

35

と
い
ふ
の
は
嘗
ら
な
い
と
思
は
れ
る
｡

･J′

安
南
で
は
拳
朝
輩
完
の
洪
徳
元
年

(
1
四
七
〇
)
新
た
に
戸
籍
法
が
制
定
せ
ら

れ
､
各
戸
は
正
戸
と
客
戸
と
に
分
け
ら
れ
各
々
は
東
に
･
壮
頚
･
軍
功
･
民
軍

･
老
頚
･
疾
萌
･
雇
項
･
窮
項
･
逃
頚
等
に
分
れ
'
賦
役
に
於
て
差
等
が
設
け

ら
れ
た
0
こ
の
制
度
誓
永
-
襲
用
せ
ら
れ
院
朝
に
及
ぶ
が
､
明
郷
は
別
納
籍
と

し
て
7
般
安
商
人
等
と
は
別
個
に
政
は
れ
早
に
牡
頚
､
民
丁
､
老
項
､
麹
疾
の

四
着
に
分
れ
莞

な
は
明
命
六
年
十
7
月
以
前
に
は
更
に
窮
項
が
あ
つ
た
が
こ
､

れ
は
こ
の
時
駿
止
.せ
ら
れ
た
O

(基
線
正
､
ニ
'
魯
三
六
'
明
命
六
年
十
1
月

･偉
)

⑨
塞
錬
'
正
､
二
へ
巻
四
〇
､
明
命
七
年
七
月
偉
｡

⑥
同
上
｡

⑦
寡
磯
.
雫

三

春
大
凡
､
明
命
十
7
年
七
月
億
｡
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⑧
同

番
七
〇
､
岡
十
二
月
健
｡

⑨
同

巻
六
一
'
明
命
十
年
入
月
俸
.

｢素
足
城
臣
奏
言
｡
-
-
-
向
爽
清
船
塔
客
歳
至
数
千
､
今
岡
盾
城
帝
者
十
之
三
.

四
､
‥
-
⊥

同､

巷
八
二
'
明
命
十
三
年
七
月
健
'

｢拝
領
募
定
線
鋸
印
院
文
様
泣
諸
曹
臣
奏
言
'
城
韓
自
明
命
十
年
至
本
年
四
月

底
､
清
船
帝
爽
塔
客
展
敷
板
多
｣

右
は
何
れ
も
や
1
後
の
記
事
に
虜
す
る
が
'
前
引
文
中
に

｢向
準

-
･･L
t
あ

p
r
既
に
こ
れ
以
前
か
ら
毎
年
華
僑
の
入
国
が
槍
加
し
て
ゐ
た
こ
と
が
う
か
ゞ

＼

は
れ
る
｡

⑲

同

番
四
〇
､
明
命
七
年
七
が
健
b

r
(寡
定
)
城
臣
奏
言
､
屠
城
諸
供
別
納
唐
人
'
或
納
庸
鏡
'
或
納
擾
粟
､
或

納
銭
子
､
放
課
各
自
不
同
'
又
有
始
附
者
'
至
三
千
飴
人
､
泣
無
征
粒
､
且

城
帝
土
地
管
腔
､
山
薄
利
樽
､
故
間

･
廉
之
人
､
投
盾
日
衆
､
列
塵
布
野
'

鹿
茸
飽
農
､
海
象
或
至
五
首
､
丙
終
歳
無

1
林

一
粒
之
供
､
親
之
吾
民
庸
婚

之
外
吏
有
鼻
筋
'
軽
重
殊
偽
迫
別
､
諦
凡
別
納
及
始
附
之
唐
人
､
歳
徴
庸
役

盛
'
人
各
六
綿
五
阿
-
･･･｣

右
心
寡
定
城
級
鉾
管
下
に
つ
い
て
述
べ
･た
も
の
で
あ
る
が
へ
疎
放
の
不
公
平
管

つ
い
て
は
他
地
方
も
同
株
で
あ
る
｡

⑪
同
上
｡

⑫
回

春
六
五
'
明
命
十

一
年
三
月
偉
｡

⑩
同

巻
大
入
'
明
命
十

一
年
七
月
健
｡

⑭
同

番
七
〇
'
明
命
十

一
年
十
二
月
健
｡

⑯
同

筆

二
三
､
明
命
四
年
九
月
健
｡

′

｢吏
定
銀
償
'
嘉
隆
初
､
例
定
銀

一
雨
償
鏡
二
糖
入
階
､
室
長
償
借
旦
向
へ
改

為
銀

1
両
償
鏡
三
絹
｣

銀

1
両
仙
撃

二
緒
の
公
定
銀
銀
地
債
は
以
後
明
命
時
代
を
通
じ
て
維
持
き
れ
て

ゐ
る
｡

⑯
開

巻
五
四
'
明
命
九
年
十
月
偉
｡

戸
部
奏
首
､
銀
偶
階
踊

(
珪
敵
十
両
夜
錦
四
十
七
婚
)

亀
鋼
頚
は
歴
代
轟
造
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
院
朝
時
代
に
於
て
も
嘉
降
為
替

(
昇
降
二

年
大
月
勧
銀
'
基
線
'
撃

て

撃

二

)
以
下
の
銅
盛
が
薦
始
せ
ら
れ
て
為

る
O

⑱
白
鉛
鏡
は
陳
腐
潤
の
時
甑
に
鋳
造
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
基
線
前
編
巷

)
.〇､
世
宗

好
寅
八
年

(
三

四
六
)
健
に
,

｢初
蕗
白
鉛
虚
し
と
雷

1
又
院
朝
時
代
に

入
っ
て
は
轟
匪
十
二
年
正
月
'h
初
め
て
義

隆
歳
費
の
白
鉛
七
分
錦
を
鋳
し
た
と

卑

ろ
る
｡

(英
銀
､
正
'

1
'
巷
四
大
'
轟
隆
十
二
年
正
月
偉
)
な
は
右
の
両

者
典
礼
華
僑
が
東
進
に
綿
係
し
て
ゐ
る
こ
と
は
挫
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
.

⑳
十
両
銀
錠
の
療
為
は
寮
隆
の
初
頃
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
そ
の
明
確
を

年
次
は
今
明
か
に
し
得
な
い
.

/

⑳
寒
銀
､
雫

T
r
巷
四
五
､
嘉
隆
十

1
年
十
月
健
.

-

r初
籍

一
両
銀
錠
､
帝
謂
戸
部
日
r
頚
銀
之
制
､
肝
以
裕
財
源
両
峰
民
用
､
前

者
官
鋳
中
卒
鋭
十
両
錠
､
雷
撃

宇

入
籍
へ
近
凍
各
己
通
行
'
但
以
銀
抵
鏡
つ
.

以
鏡
拭
銀
へ
率
玖
十
両
錠
麓
限
'
則
出
納
覇
等
之
数
'
使
用
不
便
'
弗
今
野
轟

銀
錠
'
頒
布
乏
し

㊥
某
銀
正
､
二
､
巻
五
四
'
明
命
九
年
十
月
偉
｡

⑳
朝
命
十
五
年
二
月
の
梅
安
着
督
院
公
署
の
首
に
金
の
億
､

l
静
八
十
綿
と
卑
見

草
.

(英
銀
､
正
'
二
つ
巻

二
二

)
金
銀
の
此
偶
は
基
線
'
正
､

7
'
巻
四

･
五
､
募
隆
十

一
年
十
月
俸
に
'

｢定
北
城
金
偶
｣
の
経
に

｢
金

一
爾
抵
銀
十
六

両
｣
と
あ
汐
'
岡
正
'
二
､
巻
二
7
こ
'
明
命
二
十
年
四
月
健
に
'

｢毎
金
給
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銀
十
五
両
｣
の
注
記
あ
Sa
へ

M
a
y
b
o
n

は
何
に
よ
つ
た
か
明
か
で
な
い
が
亀

銀
此
債
を

1
封
十
七
と
し
て
ゐ
る
｡

(駕
a
y
b
o
n,
C3.H
i㌢

ire

m
o
d
e
rn
e

d

u

P

a

y
s
d
.A
n
n
am
,
p
.
36
3
,)

こ
れ
は
嘉
隆
時
代
の
こ

と
で
あ
る
.
着
陸
､
明
命
時
代
を
通
し
て
金
銀
此
債
は

さ
し
た
る
襲
北
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
'
今
借
り
竺

瀞
十
大
iJす
る
と
胡

命
十
五
年

の
鈍
感
此
病
は
7
封
五
㌧
即
ち
銀

7
両
が
錦
五
椿
に
粕
常
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う
｡

⑳
寡
銀
'
正
､
二
､
番

7
九
三
'
明
命
十
九
年
五
月
偉
.

｢戸
部
奏
首
､
金
銀
日
就
減
少
'
債
億
益
鳥
｣

㊧
拘

巷
ニ
0
1
'
明
命
二
十
年
四
月
偉
.

｢戸
部
奏
言
へ
我
国
提
封
延
五
'
土
地
沃
健
､
両
金
銀
地
賓
叉
多
産
出
'
故
向

凍
外
固
商
旗
へ
威
餌
適
我
楽
土
､
薄
刃
昏
生
､

及
拘
辰
'

私
賀
爽
帝
以
使
軽

装
､
赤
井
勢
之
所
不
党
､
敦
使
金
銀
償
償
日
益
轟
騰
-

･｣

⑳
何

番

7
九
三
､
明
命
十
九
年
五
月
偉
o

｢戸
部
轟
音
､
-
-
･由
民
間
多
滑
埋
蔵
及
暗
輿
外
商
允
換
､
講
禁
之
｣

㊨
(注
)㊧
参
照
.
北
ト
ン
キ
ン
の
宜
光
､
大
原
省
地
方
は
殊
に
金
髄
の
産
地
で
あ

る
0

⑳
北
ト
ン
キ
ン
の
銀
山
開
発
は
李
朝
時
代
以
爽
既
に
相
嘗
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
.
そ

し
て
と
れ
ら
銀
山
の
開
資
に
は
多
-
華
僑
が
掬
係
し
て
居
る
｡
な
ほ
陳
朝
時
化

こ
れ
は
7
暦
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
寡
銀
等
に
よ
っ
て
明
か
に
し
得
る
0

⑳
某
錬
､
正
二

1'
巻
五
四
､
明
命
九
年
十
月
偉
.6

｢密
漁
之
日
､
我
国
地
産
､
､如
象
牙

･
犀
角
之
類
､
清
人
多
賓
之
､
速
水
毎
痕

以
銀
貿
易
'
欲
以
充
裕
財
源
､
丙
叙
情
牒
貴
何
也
､
夫
天
地
新
生
財
貨
'
只
有

此
数
､
不
泰
官
別
表
民
､
嘗
使
之
流
通
無
垂
-
-
｣

こ
れ
に
よ
っ
て
も
華
僑
の
蓄
財
の
封
象
が
象
牙
､
犀
角
等
の
類
か
ら
銀
の
方

(

/._
.._..

移

っ
た
こ
と
が
寮
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
O

㊨
(邑

⑭
参
照
o

⑳
基
線
'
正
'
二
へ
巻

f
九
三
'
明
命
十
九
年
五
丹
偉
｡

㊨
同
上
へ
哀

こ
0
7
'
明
命
＼二
十
年
四
月
偉
O

.

⑳
岡
上
へ
馨

7
九
五
､
明
命
十
九
年
九
月
偉
Q

｢改
定
南
新
諸
省
済
人
絹
政
､
唐
人
各
常
有
物
力
者
.
歳
約
枚
頚
人
各
大
楯
五
l

防
､
無
物
力
者
字
之
､
重
畳
準
戸
部
読
､
凡
有
物
力
者
､
照
依
別
納
堺
郷
敢
社

民
､
歳
約
人
各
自
金
二
両
'
民
丁

一
両
'
無
物
力
者
城
牛
､
限
蒲
三
年
､
二

例

会
徴
r
其
明
細
及
清
人
､
如
有
情
願
代
納
錦
者
並
聴
｣

･
/右
の
最
後
の
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
上

こ
の
時
は
明
細
､
華
僑
共
に
希
望

に
よ
か
鏡
に
よ
る
代
納
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
'
こ
の
代
納
制
は
翌
々
二
十

T
:r;

年
正
月
以
降
は
許
さ
れ
な
-
な
っ
た
｡

(寡
録
へ
正
'
二
つ
巻
二
〇
九
､
明
命
二
十

7
年
正
月
健
)

⑳
寡
銀
正
へ
三
へ
巷

一
四
､
編
治
元
年
十
二
月
偉
｡

｢戸
部
瀞
閑
話
地
方
明
郷

･
清
人

･
壁
民

･
土
民

･
層
戸

･
客
戸
梼
欠
銀
鏡
放

例
'
命
鋳
東
天
明
郷

･
清
人
-

-
挽
銀
十
之
五
､
東
南

･
素
見
清
人
-

･､
秩

･
銀
｣

JV_̂'

と
あ
り
､,
紹
治
元
年

(
完

弧
二

)
以
前
に
東
天

･
廉
南
両
省

の
清
人

(華
t

僑
)
が
飯
粒
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
｡
東
天

･
磨
南
両
省

は
ア
ン
ナ
ム
地
方
に
属
し
.
療
治
元
年
は
明
命
十
九
年

(
7
八
三
八
)
の
三
年

後
で
あ
る
｡
こ
れ
よ

汐し
て
･ア
ン
チ
ム
地
方
の
華
僑
も
交
此
支
那
の
そ
れ
と
略

同
じ
頃
に
銀
政
納
付
に
切

ガか
(
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

.


